
○
「

四
半

期
財

務
諸
表

等
の

用
語

、
様

式
及

び
作

成
方
法

に
関
す
る
規
則
」
の
取
扱
い
に
関
す
る
留

意
事
項

に
つ
い
て

改
正

案
現

行

2
1

規
則

第
2
1
条

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

注
記

に
つ
い

て
は

、
次

の
点

に
留

2
1

規
則

第
2
1
条

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

注
記
に

つ
い

て
は

、
次

の
点

に
留

意
す

る
。

意
す
る

。
１

（
略
）

１
（

略
）

２
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

８
の

2
7
－

２
及

び
８

の
2
7
－

３
の

取
扱

い
は

、
継

続
２

財
務

諸
表

等
規

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
８

の
2
7
－

２
の

取
扱

い
は

、
継

続
企

業
の

前
提

に
関

企
業

の
前

提
に
関

す
る

注
記
に

つ
い
て

準
用

す
る
。

す
る
注

記
に

つ
い
て

準
用
す

る
。

３
前

会
計

期
間

（
前

事
業

年
度

又
は

前
四

半
期

会
計

期
間

を
い

う
。

こ
の

2
1
に

お
い

て
同

３
前

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

務
諸

表
等

規
則

第
８

条
の

2
7
の

規
定

に
よ

り
注

じ
）

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

務
諸

表
等

規
則

第
８

条
の

2
7
等

の
規

定
に

よ
り

注
記

し
記

し
た

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
四

半
期

貸
借

対
。

た
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

四
半

期
貸

借
対
照

表
日

に
お

い
て

認
照

表
日

に
お

い
て

存
在

す
る

場
合

に
は

、
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

四
半

期
貸

借
対

照
表

日
ま

で
の

期
間

に
お

け
る

当
該

重
要

な
不

確
当
該
事

象
又

は
状
況

の
変
化

も
含

め
て
記

載
す

る
こ
と

に
留
意

す
る

。
実

性
の

変
化

も
含

め
て

記
載

し
、

当
四

半
期

会
計

期
間

の
末

日
ま

で
に

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

に
特

段
の

変
化

が
な

い
場

合
に

は
、

前
会

計
期

間
の

注
記

を
踏

ま
え

る
必

要
が

あ
る

（
例

え
ば

、
前

事
業

年
度

の
末

日
に

当
該

注
記

を
行

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、
当

四
半

期
会

計
期

間
の

末
日

ま
で

に
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
に

特
段

の
変

化
が

な
い

と
き

は
、

当
初

に
行

っ
た

注
記

の
内

容
を

基
に

、
当

四
半

期
会

計
期

間
が

属
す

る
事

業
年

度
の

末
日

ま
で

の
期

間
に

対
応

し
た

内
容

を
記

載
す

る
必

要
が
あ

る
）
こ

と
に
留

意
す

る
。

。
（
削

る
）

４
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
て

存
在

し
た

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

後
に

解
消

又
は

大
幅

に
改

善
し

た
場

合
に

は
、
そ

の
旨

及
び
そ

の
経
緯

も
含

め
て
記

載
す

る
こ
と

に
留
意

す
る

。
４

規
則

第
2
1
条

第
２

号
に

規
定

す
る

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

５
規

則
第

2
1
条

第
３

号
に

規
定

す
る

経
営

者
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

前
事

業
年

度
の

決
算

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
に

つ
い

て
は

、
少
な

く
と

も
翌

四
半

期
会

計
日

に
お

い
て

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
存

在
し

た
期

間
の

末
日

ま
で

を
対

象
と

し
た

対
応

策
を

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

場
合

で
、

当
四

半
期

会
計

期
間

末
ま

で
に

当
該

事
象

又
は

状
況

に
特

段
の

変
化

が
な

い
場

（
３

に
お

い
て
前

会
計

期
間
の

注
記
を

踏
ま

え
る
必

要
が

あ
る
場

合
を
除

く
。

合
に

は
、

少
な

く
と

も
当

四
半

期
会

計
期

間
が

属
す

る
事

業
年

度
の

末
日

ま
で

の
経

営
者

。）
の

対
応

を
、

前
事

業
年

度
の

決
算

日
に

お
け

る
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
に

大
き

な
変

化
が

あ
っ

た
場

合
、

あ
る

い
は

、
前

事
業

年
度

末
に

お
い

て
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

し
な

か
っ

た
も

の
の

、
当

四
半

期
会

計
期

間
に

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
新

た
に

発
生

し
た

場
合

に
は

、
少

な
く

と
も

当
該

四
半

期
会

計
期

間
の

四
半

期
貸

借
対

照
表

日
の

翌
日

か
ら

１
年

間
の

経
営

者
の

対
応

を
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

に
留
意
す

る
。

５
前

会
計

期
間

の
決

算
日

に
お

け
る

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

に
大

（
新
設
）

き
な

変
化

が
あ

っ
た

場
合

又
は

前
会

計
期

間
の

決
算

日
に

お
い

て
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

も
の

の
、

当
四

半
期

会
計

期
間

に
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

新
た

に
認

め
ら

れ
る

こ
と
と

な
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
、

当
四

半
期

会
計

期
間

の
末

日
か

ら
１

年
に

わ
た

っ
て

継
続
企

業
の

前
提

が
成

立
す

る
と

の
評

価
に

基
づ

い
て

四
半

期
財

務
諸

表
を

作
成

す
る

と
き

は
、

規
則

第
2
1
条

第
３

号
に

規
定

す
る

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
理

由
と

し
て

、
具

体
的

な
対

応
策

が
未

定
で

あ
る

こ
と

、
４

に
規

定
す

る
対

応
策

の
対

象
期

間
を

超
え

た
期

間
に

つ
い

て
も

継

-1-



。
続
企
業

の
前
提
が
成
立
す

る
と
評
価
し
た
理

由
等
を
含
め
て

記
載
す
る
こ
と
に

留
意
す
る

６
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

後
に

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

６
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

後
に

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

事
象

又
は

状
況

が
発

生
し

た
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

事
象

又
は
状

況
を

解
消

し
、

又
は

改
状

況
が

発
生

し
、

四
半

期
会

計
期

間
が

属
す

る
事

業
年

度
（

当
該

四
半

期
会

計
期

間
以

前
善

す
る

た
め

の
対

応
を

し
て

も
な

お
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

認
の

期
間

を
除

く
）

以
降

の
財

政
状

態
、

経
営

成
績

及
び

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

状
況

。
め

ら
れ

、
四

半
期

会
計

期
間

が
属

す
る

事
業

年
度

（
当

該
四

半
期

会
計

期
間

以
前

の
期

間
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
場

合
に

は
、

当
該

事
象

又
は

状
況

は
規

則
第

８
条

に
規

定
す

る
を

除
く

）
以

降
の

財
政

状
態

、
経

営
成

績
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

の
状

況
に

重
要

重
要
な

後
発

事
象
に

該
当
す

る
こ

と
に
留

意
す

る
。

。
な

影
響

を
及

ぼ
す

と
き

は
、

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

存
在

は
規

則
第

８
条

に
規

定
す

る
重
要

な
後

発
事
象

に
該

当
す
る

こ
と
に

留
意

す
る
。

７
規

則
第

2
1
条

第
３

号
に

規
定

す
る

経
営

者
の

対
応

に
は

、
重

要
な

疑
義

を
解

消
す

る
た

（
削
る
）

め
の

経
営

計
画

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
内

容
、

重
要

な
疑

義
を

解
消

す
る

た
め

の
経

営
計

画
が

な
い

場
合

に
は

経
営

者
が

継
続

企
業

を
前

提
と

し
て

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
こ

と
が

合
理

的
と

判
断

し
た

理
由

が
含

ま
れ

る
。

な
お

、
後

者
の

場
合

に
お

い
て

も
、

債
務

超
過

で
あ

る
と

き
や

重
要

な
債

務
の

不
履

行
等

の
可

能
性

が
高

い
と

き
に

は
、

当
該

事
由

の
解

消
の
見

通
し

等
を
記

載
す
る

こ
と

に
留
意

す
る

。
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○
「

四
半

期
連

結
財
務

諸
表

の
用

語
、

様
式

及
び

作
成
方

法
に

関
す

る
規

則
」

の
取

扱
い
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て

改
正

案
現

行

5
1

財
務

諸
表

等
規

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
5
8
の

取
扱

い
は

、
規

則
第

5
1
条

に
規

定
す

る
偶

発
債

務
5
2

財
務

諸
表

等
規

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
5
8
の

取
扱

い
は

、
規

則
第

5
2
条

に
規

定
す

る
偶

発
債

務
の
注

記
に
つ

い
て

準
用
す

る
。

の
注
記

に
つ
い

て
準

用
す
る

。

-3-



○
「

中
間

財
務

諸
表
等

の
用

語
、

様
式

及
び

作
成

方
法
に

関
す
る
規
則
」
の
取
扱
い
に
関
す
る
留
意

事
項
に

つ
い
て

改
正

案
現

行

５
の

1
8
－

２
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

８
の

2
7
－

２
及

び
８

の
2
7
－

３
の

取
扱

い
５

の
1
8
－

２
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

８
の

2
7
－

２
の

取
扱

い
は

、
規

則
第

５
条

の
は

規
則
第

５
条

の
1
8に

規
定
す

る
継
続

企
業

の
前
提

に
関

す
る
注

記
に
つ

い
て

準
用
す

る
1
8
に
規
定

す
る

継
続
企

業
の
前

提
に

関
す
る

注
記

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

、
。

５
の

1
8
－

３
規

則
第

５
条

の
1
8
の

注
記

に
お

い
て

、
前

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

５
の

1
8
－

３
規

則
第

５
条

の
1
8
の

注
記

に
お

い
て

、
前

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

務
諸

表
等

規
則

第
８

条
の

2
7
の

規
定

に
よ

り
注

記
し

た
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
務

諸
表

等
規

則
第

８
条

の
2
7
の

規
定

に
よ

り
注

記
し

た
継

続
企

業
の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

不
確

実
性

が
中

間
貸

借
対

照
表

日
に

お
い

て
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
中

間
貸

借
対

照
表

日
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

中
間

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
て

存
在

す
る

場
合

に
は

、
中

間
貸

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
当

該
重

要
な

不
確

実
性

の
変

化
も

含
め

て
記

載
し

、
当

中
間

会
計

期
借

対
照

表
日

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
当

該
事

象
又

は
状

況
の

変
化

も
含

め
て

記
載

す
る

こ
と

間
末

ま
で

に
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
に

特
段

の
変

化
が

な
い

場
合

に
に

留
意

す
る
。

は
、

前
事

業
年

度
の

注
記

を
踏

ま
え

る
必

要
が

あ
る

（
例

え
ば

、
前

事
業

年
度

の
末

日
に

当
該

注
記

を
行

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、
当

中
間

会
計

期
間

の
末

日
ま

で
に

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

に
特

段
の

変
化

が
な

い
と

き
は

、
当

初
に

行
っ

た
注

記
の

内
容

を
基

に
、

事
業

年
度

の
末

日
ま

で
の

期
間

に
対

応
し

た
内

容
を

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
）

こ
。

と
に

留
意
す

る
。

（
削

る
）

５
の

1
8
－

４
規

則
第

５
条

の
1
8
の

注
記

に
お

い
て

、
中

間
貸

借
対

照
表

日
に

お
い

て
存

在
し

た
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

中
間

貸
借

対
照

表
日

後
に

解
消

又
は

大
幅

に
改

善
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
及

び
そ

の
経

緯
も

含
め

て
記

載
す

る
こ

と
に
留

意
す
る

。

５
の

1
8
－

４
規

則
第

５
条

の
1
8
第

２
号

に
規

定
す

る
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

５
の

1
8
－

５
規

則
第

５
条

の
1
8
第

３
号

に
規

定
す

る
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
に

つ
い

象
又

は
状

況
を

解
消

し
、

又
は

改
善

す
る

た
め

の
対

応
策

に
つ
い

て
は

、
少

な
く

と
も

当
中

て
は

、
前

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

け
る

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑
義

を
抱

か
せ

る
事

間
会

計
期

間
の

属
す

る
事

業
年

度
の

末
日

ま
で

の
期

間
を

対
象

と
し

た
対

応
策

を
記

載
す

る
象

又
は

状
況

に
特

段
の

変
化

が
な

け
れ

ば
、

少
な

く
と

も
当

中
間

会
計

期
間

の
属

す
る

事
業

こ
と

に
留

意
す

る
（

５
の

1
8
－

３
に

お
い

て
前

事
業

年
度

の
注

記
を

踏
ま

え
る

必
要

が
あ

る
年

度
の

末
日

ま
で

の
経

営
計

画
等

を
、

前
事

業
年

度
の

決
算

日
に

お
け

る
継

続
企

業
の

前
提

場
合

を
除
く

。
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

に
大

き
な

変
化

が
あ

る
場

合
、

あ
る

い
は

、
前

。
）

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

い
て

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
存

在
し

て
い

な
か

っ
た

も
の

の
、

当
中

間
会

計
期

間
に

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
発

生
し

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
少

な
く

と
も

当
中

間
会

計
期

間
の

中
間

貸
借

対
照

表
日

の
翌

日
か

ら
１

年
間

の
経

営
計

画
等

を
記

載
す

る
こ

と
に

留
意

す
る
。

５
の

1
8
－

５
前

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

け
る

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
（
新

設
）

性
に

大
き

な
変

化
が

あ
っ

た
場

合
又

は
前

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お
い

て
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

も
の

の
、

当
中
間

会
計

期
間

に
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

新
た

に
認

め
ら

れ
る

こ
と
と

な
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
、

当
中

間
会

計
期

間
の

末
日

か
ら

１
年

に
わ

た
っ

て
継

続
企

業
の

前
提

が
成

立
す

る
と

の
評

価
に

基
づ

い
て

中
間

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
と

き
は

、
規

則
第

５
条

の
1
8
第

３
号

に
規

定
す

る
当

該
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
る

理
由

と
し

て
、

具
体

的
な

対
応

策
が

未
定

で
あ

る
こ

と
、

５
の

1
8
－

４
に

規
定

す
る

対
応

策
の

対
象

期
間

を
超

え
た
期

間
に

つ
い

て
も

継
続
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企
業
の
前

提
が
成
立
す
る
と

評
価
し
た
理
由
等

を
含
め
て
記
載

す
る
こ
と
に
留
意

す
る
。

５
の

1
8
－

６
中

間
貸

借
対

照
表

日
後

に
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
５

の
1
8
－

６
中

間
貸

借
対

照
表

日
後

に
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

、
（

。
）

う
な

事
象

又
は

状
況

が
発

生
し

た
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
又

は
状

況
が
発

生
し

中
間
会
計

期
間

が
属
す

る
事
業

年
度

当
該
中
間

会
計
期
間
を

除
く

改
善

す
る

た
め

の
対

応
を

し
て

も
な

お
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

認
以

降
の

財
政

状
態

、
経

営
成

績
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

の
状

況
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

め
ら

れ
、

中
間

会
計

期
間

が
属

す
る

事
業

年
度

（
当

該
中

間
会

計
期

間
を

除
く

）
以

降
の

す
場

合
に

は
、

当
該

事
象

又
は

状
況

は
規

則
第

５
条

の
２

に
規

定
す

る
重

要
な

後
発

事
象

に
。

財
政

状
態

、
経

営
成

績
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

の
状

況
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
と

き
該

当
す

る
こ
と

に
留

意
す
る

。
は

、
当

該
重

要
な

不
確

実
性

の
存

在
は

規
則

第
５

条
の

２
に

規
定
す

る
重

要
な

後
発

事
象

に
該
当

す
る
こ

と
に

留
意
す

る
。
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○
「

中
間

連
結

財
務
諸

表
の

用
語

、
様

式
及

び
作

成
方
法

に
関
す
る
規
則
」
の
取
扱
い
に
関
す
る
留

意
事
項

に
つ
い
て

改
正

案
現

行

1
7
の

1
4

「
中

間
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

５
の

1
8
－

１
か

ら
５

の
1
8
－

６
ま

で
の

取
1
7
の

1
4

「
中

間
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

５
の

1
8
－

１
か

ら
５

の
1
8
－

６
の

取
扱

い
、

。
扱

い
は

、
規

則
第

1
7
条

の
1
4
に

規
定

す
る

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
注

記
に

つ
い

て
準

用
は

規
則
第

17
条
の

14
に
規
定

す
る

継
続
企

業
の

前
提
に

関
す
る
注
記

に
つ
い

て
準

用
す
る

す
る

。
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○
「

財
務

諸
表

等
の
用

語
、

様
式

及
び

作
成

方
法

に
関
す

る
規
則
」
の
取
扱
い
に
関
す
る
留
意
事
項

に
つ
い

て

改
正

案
現

行

８
の

２
－

1
0

規
則

第
８

条
の

２
第

1
0
号

に
規

定
す

る
事

項
に

は
、

支
払

利
息

を
資

産
の

取
得

８
の

２
－

1
0

規
則

第
８

条
の

２
第

1
0
号

に
規

定
す

る
事

項
に

は
、

の
れ

ん
の

償
却

方
法

及
び

原
価

に
算

入
す

る
会

計
処

理
の

内
容

等
、

財
務

諸
表

に
つ

い
て

適
正

な
判

断
を

行
う

た
め

に
償

却
期

間
、

支
払

利
息

を
資

産
の

取
得

原
価

に
算

入
す

る
会

計
処

理
の

内
容

等
、

財
務

諸
表

必
要

と
認
め

ら
れ

る
事
項

を
記

載
す
る

も
の
と

す
る

。
に

つ
い

て
適

正
な

判
断

を
行

う
た

め
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
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